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１．運転管理業務の抽出について 

「実用炉規則第 92 条第 1 項第 8 号イ～ハ」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設における発

電用原子炉施設保安規定の審査基準」で求められる「運転管理業務」を抽出し，現在の保安規定条

文と比較するとともに，現在の保安規定条文の十分性を確認した。 

結果は下表のとおりであり，保安規定の記載がない又は十分でない運転管理業務については整理

する必要がある。 

 

番号 抽出した「運転管理業務」 現在の条文 備考 

① 要員の確保 第１２条  

② 状態管理 なし  

③ 運転操作 なし  

④ 警報発生時の対応 なし  

⑤ 設備故障・事故時の対応 
第７５条 

（一部）※ 

※ 原子炉がスクラムした場合／スクラム信

号が発生した場合の対応は第７５条 

⑥ 作業管理 なし  

⑦ 定期試験 なし  

⑧ 巡視点検 第１３条 
施設管理にて１０６条の３に巡視点検の項目

が追加される 

⑨ 業務の引継 第１５条  

⑩ 原子炉起動前の確認 第１６条  

 

 

２．抽出した運転管理業務と現在の保安規定条文の整理について 

抽出した運転管理業務のうち，現在の保安規定に対応する条文があるものについては記載の十分

性を確認する又は記載を充実する方針とし，内容確認を実施した。また，抽出した運転管理業務の

うち，現在の保安規定に対応する条文がないものについては，その業務プロセスを保安規定に反映

することとした。 

以下，各運転管理業務における整理結果を記載する。現在の保安規定条文は黒色，追加条文は赤

色の文字で示す。 

 

【凡例】 

責任箇所 
保安規定条文 

運転部門 関係部門 

 

 （条文の内容） 

第○○条 ここに保安規定条文を示す。新規，追加の場合には赤色文字にて示す。 

 ここに業務フ

ローを示す 

ここに業務フ

ローを示す 

ここに業務フ

ローを示す 
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① 要員の確保 

現在の保安規定にて業務プロセスを記載しており，新たな記載は不要である。 

責任箇所 
保安規定 

運転部門 関係部門 

 

 （原子炉の運転員の確保） 

第１２条 発電部長は，原子炉の運転に必要な知識を有する者を確保する。なお，

原子炉の運転に必要な知識を有する者とは，原子炉の運転に関する実務の研修を受

けた者をいう。 

２ 発電部長は，原子炉の運転にあたって前項に定める者の中から，１班あたり表

１２－１に定める人数の者をそろえ，５班以上編成した上で交替勤務を行わせる。

なお，特別な事情がある場合を除き，運転員は連続して２４時間を超える勤務を行

ってはならない。また，表１２－１に定める人数のうち，１名は発電指令課長と

し，運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任さ

れた者とする。 

３ 発電指令課長は，表１２－１に定める人数のうち，表１２－２に定める人数の

者を運転員Ａ以上と認定された運転員の中から常時中央制御室に確保する。なお，

表１２－２に定める人数のうち，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止の場合に

おいては，１名は発電指令課長又はその指揮下の副長とする。 

 

 

② 状態管理 

現在の保安規定には業務プロセスを記載していないことから，以下のとおり条文を追加する。 

責任箇所 
保安規定 

運転部門 関係部門 

  （運転管理業務） 

第１２条の２ 各課長は，原子炉の状態に応じた原子力安全への影響度を考慮して原

子炉施設を安全な状態に維持するとともに，事故等を安全に収束させるため，運転

管理に関する次の各号を実施する。 

(1) 発電指令課長及び廃棄物管理課長は，原子炉施設の運転に関する次の事項を実

施する。 

イ 中央制御室における監視，第１３条第１項の巡視点検及び同条第２項の巡視によ

って，施設の状態管理を実施し，その結果，機器に異状があれば関係課長に通知す

る。 

 

  

要員確保 

２交替勤務を

実施 

中操監視 

現場巡視点検 

機器に異状を

発見 

通知 受領 
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③ 運転操作 

現在の保安規定には業務プロセスを記載していないことから，以下のとおり条文を追加する。 

責任箇所 
保安規定 

運転部門 関係部門 

  （運転管理業務） 

第１２条の２ 各課長は，原子炉の状態に応じた原子力安全への影響度を考慮して原

子炉施設を安全な状態に維持するとともに，事故等を安全に収束させるため，運転

管理に関する次の各号を実施する。 

(1) 発電指令課長及び廃棄物管理課長は，原子炉施設の運転に関する次の事項を実

施する。 

ロ 運転操作（状態管理を含む。）を実施する。 

 

 

④ 警報発生時の対応 

現在の保安規定には業務プロセスを記載していないことから，以下のとおり条文を追加する。 

責任箇所 
保安規定 

運転部門 関係部門 

 

 （運転管理業務） 

第１２条の２ 各課長は，原子炉の状態に応じた原子力安全への影響度を考慮して原

子炉施設を安全な状態に維持するとともに，事故等を安全に収束させるため，運転

管理に関する次の各号を実施する。 

(1) 発電指令課長及び廃棄物管理課長は，原子炉施設の運転に関する次の事項を実

施する。 

ハ 原子炉施設に係る警報発生時の対応操作を実施する。 

 

 

⑤ 設備故障・事故時の対応 

現在の保安規定には業務プロセスを記載していないことから，以下のとおり条文を追加する。 

責任箇所 
保安規定 

運転部門 関係部門 

 

 （運転管理業務） 

第１２条の２ 各課長は，原子炉の状態に応じた原子力安全への影響度を考慮して原

子炉施設を安全な状態に維持するとともに，事故等を安全に収束させるため，運転

管理に関する次の各号を実施する。 

(1) 発電指令課長及び廃棄物管理課長は，原子炉施設の運転に関する次の事項を実

施する。 

ニ 原子炉施設の設備故障及び事故発生時の対応操作を実施する。 

 

 

 

運転操作及び

操作結果の状

態管理を実施 

警報発生 

対応操作実施 

設備故障・事

故発生 

対応操作実施 
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⑥ 作業管理 

現在の保安規定には業務プロセスを記載していないことから，以下のとおり条文を追加する。 

責任箇所 
保安規定 

運転部門 関係部門 

  （運転管理業務） 

第１２条の２ 各課長は，原子炉の状態に応じた原子力安全への影響度を考慮して原

子炉施設を安全な状態に維持するとともに，事故等を安全に収束させるため，運転

管理に関する次の各号を実施する。 

(2) 発電指令課長及び廃棄物管理課長は，関係課長の依頼に基づく運転操作（状態

管理を含む。）が必要な場合は， (1)ロによる運転操作（状態管理を含む。）を実施

する。また，関係課長は，発電指令課長又は廃棄物管理課長から引き渡された系統

に対して，必要な作業を行い，作業完了後に発電指令課長又は廃棄物管理課長へ系

統を引き渡す。 

 

 

⑦ 定期試験 

現在の保安規定には業務プロセスを記載していないことから，以下のとおり条文を追加する。 

責任箇所 
保安規定 

運転部門 関係部門 

 

 （運転管理業務） 

第１２条の２ 各課長は，原子炉の状態に応じた原子力安全への影響度を考慮して原

子炉施設を安全な状態に維持するとともに，事故等を安全に収束させるため，運転

管理に関する次の各号を実施する。 

(3) 各課長は，第３節（第７１条から第７４条を除く。）各条第２項の運転上の制限

を満足していることを確認するために行う原子炉施設の定期的な試験・確認等の計

画を定め，実施する。なお，原子炉起動前の施設及び設備の点検については，第１

６条に従い実施する。 

 

  

安全措置依頼 安全措置実施 

系統引き渡し 
必要な作業の

実施・完了 

安全措置解除

依頼・安全措

置解除を確認

後系統引き渡

し 

安全措置解除

を実施 

定期試験計画

を策定 

定期試験実施 
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⑧ 巡視点検 

現在の保安規定にて業務プロセスを記載しているものの，１０６条の３（作業管理）に巡視点検

の条文を追加することから，巡視点検を当該条文の観点を含めて行うことを示すため，以下のとお

り条文を追加する。 

責任箇所 
保安規定 

運転部門 関係部門 

 

 （巡視点検） 

第１３条 発電指令課長及び廃棄物管理課長は，毎日１回以上，原子炉施設（第９３

条第１項に定める区域を除く。）を巡視し，発電指令課長は，次の施設及び設備につ

いて点検を行う。実施においては，第１０６条の３第３項に定める観点を含めて行

う。以下，本条において同じ。 

(1) 原子炉冷却系統施設 

(2) 制御材駆動設備 

(3) 電源，給排水及び排気施設 

２ 発電指令課長及び廃棄物管理課長は，原子炉施設（第９３条第１項に定める区

域）の巡視又は監視を行う。 

 

【参考】 

（作業管理） 

第１０６条の３ 

（中略） 

３ 組織は，原子炉施設の状況を日常的に確認し，偶発故障等の発生も念頭に，設備等が正常な状態から

外れ，又は外れる兆候が認められる場合に，適切に正常な状態に回復させることができるよう，本項及

び第１３条よる巡視点検を定期的に行う。 

 

 

⑨ 業務の引継 

現在の保安規定にて業務プロセスを記載しており，新たな記載は不要である。 

責任箇所 
保安規定 

運転部門 関係部門 

 

 （引継及び通知） 

第１５条 発電指令課長は，その業務を次の発電指令課長に引き継ぐにあたり，運

転日誌及び運転記録を引き渡し，運転状況を申し送る。 

 

  

巡視点検実施 

運転日誌・運

転記録作成 

引継実施 
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⑩ 原子炉起動前の確認 

現在の保安規定にて業務プロセスを記載しており，新たな記載は不要である。 

責任箇所 
保安規定 

運転部門 関係部門 

  

（原子炉起動前の確認事項） 

第１６条 発電指令課長は，原子炉起動前に，次の施設及び設備を点検し，異常の有

無を確認する。 

(1) 原子炉冷却系統施設 

(2) 制御材駆動設備 

(3) 電源，給排水及び排気施設 

２ 発電指令課長は，定事検停止後の原子炉起動前に，第３節に定める定事検停止時

に実施する検査の結果を確認する。 

 

 

 

施設及

び設備 

点検実

施 

定事検

停止時

の検査

実施 

定事検

停止時

の検査

実施 

確認 
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変 更 前 変 更 後 

［条を加える］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（運転管理業務） 

第１２条の２ 各課長は，原子炉の状態に応じた原子力安全への影響度を考慮して原子炉施設

を安全な状態に維持するとともに，事故等を安全に収束させるため，運転管理に関する次

の各号を実施する。 

(1) 発電指令課長及び廃棄物管理課長は，原子炉施設の運転に関する次の事項を実施す

る。 

イ 中央制御室における監視，第１３条第１項の巡視点検及び同条第２項の巡視によ

って，施設の状態管理を実施し，その結果，機器に異状があれば関係課長に通知す

る。 

ロ 運転操作（状態管理を含む。）を実施する。 

ハ 原子炉施設に係る警報発生時の対応操作を実施する。 

ニ 原子炉施設の設備故障及び事故発生時の対応操作を実施する。 

(2) 発電指令課長及び廃棄物管理課長は，関係課長の依頼に基づく運転操作（状態管理

を含む。）が必要な場合は， (1)ロによる運転操作（状態管理を含む。）を実施する。

また，関係課長は，発電指令課長又は廃棄物管理課長から引き渡された系統に対し

て，必要な作業を行い，作業完了後に発電指令課長又は廃棄物管理課長へ系統を引き

渡す。 

(3) 各課長は，第３節（第７１条から第７４条を除く。）各条第２項の運転上の制限を

満足していることを確認するために行う原子炉施設の定期的な試験・確認等の計画を

定め，実施する。なお，原子炉起動前の施設及び設備の点検については，第１６条に

従い実施する。 
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変 更 前 変 更 後 

（巡視点検） 

第１３条 発電指令課長及び廃棄物管理課長は，毎日１回以上，原子炉施設（第９３条第

１項に定める区域を除く。）を巡視し，発電指令課長は，次の施設及び設備について点

検を行う。 

 

(1) 原子炉冷却系統施設 

(2) 制御材駆動設備 

(3) 電源，給排水及び排気施設 

２ 発電指令課長及び廃棄物管理課長は，原子炉施設（第９３条第１項に定める区域）

の巡視又は監視を行う。 

 

 

（手順書の作成） 

第１４条 運転管理課長及び廃棄物管理課長は，次の各号に掲げる発電指令課長又は廃棄

物管理課長が実施する原子炉施設の運転管理，保守管理及び異常時の措置に関する事項

の手順書を作成し，制定及び改定にあたっては，第７条第２項に基づき保安運営審議会

の確認を得る。 

(1) ［略］ 

(2) 原子炉施設の保守管理に関する事項 

ア．巡視点検に関する事項 

イ．定期的に実施するサーベランスに関する事項 

(3) ［略］ 

 

 

 

（巡視点検） 

第１３条 発電指令課長及び廃棄物管理課長は，毎日１回以上，原子炉施設（第９３条第１項

に定める区域を除く。）を巡視し，発電指令課長は，次の施設及び設備について点検を行

う。実施においては，第１０６条の３第３項に定める観点を含めて行う。以下，本条にお

いて同じ。 

(1) 原子炉冷却系統施設 

(2) 制御材駆動設備 

(3) 電源，給排水及び排気施設 

２ 発電指令課長及び廃棄物管理課長は，原子炉施設（第９３条第１項に定める区域）の

巡視又は監視を行う。 

 

 

（手順書の作成） 

第１４条 運転管理課長及び廃棄物管理課長は，次の各号に掲げる発電指令課長又は廃棄物管

理課長が実施する原子炉施設の運転管理，施設管理及び異常時の措置に関する事項の手順

書を作成し，制定及び改定にあたっては，第７条第２項に基づき保安運営審議会の確認を

得る。 

(1) ［略］ 

(2) 原子炉施設の施設管理に関する事項 

ア．巡視点検に関する事項 

イ．定期的に実施するサーベイランスに関する事項 

(3) ［略］ 
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変 更 前 変 更 後 

（原子炉起動前の確認事項） 

第１６条 発電指令課長は，原子炉起動前に，次の施設及び設備を点検し，異常の有無を

確認する。 

(1) 原子炉冷却系統施設 

(2) 制御材駆動設備 

(3) 電源，給排水及び排気施設 

２ 発電指令課長は，定検停止後の原子炉起動前に，第３節に定める定検停止時に実施

する検査の結果を確認する。 

 

（原子炉起動前の確認事項） 

第１６条 発電指令課長は，原子炉起動前に，次の施設及び設備を点検し，異常の有無を確認

する。 

(1) 原子炉冷却系統施設 

(2) 制御材駆動設備 

(3) 電源，給排水及び排気施設 

２ 発電指令課長は，定事検停止後の原子炉起動前に，第３節に定める定事検停止時に実

施する検査の結果を確認する。 

 

 

 

以 上 


